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調査の手引き 
川崎市 低濃度 PCB 含有電気機器に関する調査について  

低濃度 PCB 廃棄物の処分期間は令和 9 年 3 月 31 日までです。 
この調査は、法令に基づいて川崎市が実施する重要な調査です。 

上記期限内の処分完了に向け、令和 8 年 8 月末日までの回答にご協力をお願いします。  
今回の調査の対象と流れ 

今回の調査対象は「変圧器等」と「コンデンサー」です。下記の流れに沿って調査を進めていただきますようお願いします。 
1. 環境省のホームページや本文書、調査票から調査対象を再確認 
2. 調査対象について正しく認識（本文書の次頁以降を参照） 
3. 必要に応じて専門家と相談の上、該当すると思われる機器をリストアップ 
4. 調査票の 2・3 ページ目 「確認方法」 「判別方法」 に従って低濃度 PCB の有無を判定 
5. 調査票に記入し、郵送または FAX にて提出してください（web による回答も可能です） 

対象機器が含まれている工作物（自家用・非自家用）について 
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調査手順 
１．自家用電気工作物 
・自家用電気工作物の高圧受電設備は、通常はキュービクルと呼ばれる金属箱の中や、電気室内での変圧器・
遮断器、コンデンサー等とともに設置されています。 
・使用中の電気機器の確認では感電するおそれがあるため、必ず電気機器の保守・点検を行っている電気主任技
術者等に依頼し、定期点検などの機会に調査するようにしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．非自家用電気工作物（低圧コンデンサー） 
・自家用電気工作物以外の機器で、低圧受電する設備の分電盤内のコンデンサーや溶接機に内蔵されたコンデン
サーなどです。メーカー等に確認するか、電気工事業者等に依頼して調査してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 調査票の設問２ 平成6年(1994年)以前※1か  調査票の設問5 平成2年(1990年)以前※2か 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

※絶縁油採取のために穿穴すると使用できなくなります。 
使用を継続する場合は調査票の設問6「使用中」に回答 

調査票の設問3 絶縁油の入替等がされているか 
 

調査票の設問5に「いいえ」と回答 

変圧器等は     コンデンサーは 
調査票の設問4   調査票の設問6 

「PCB含有なし」に回答 
 

調査票の設問6 
「PCB含有」に回答 

※1 富士電機（株）製の一部の機器については、平成6年（1994年）までに出荷された機器にPCB含有の可能性が残るとされています。 
※2 東芝、ニチコン製のコンデンサーについては、平成16年（2004年）3月以前に製造のものでPCB含有の報告があります。（詳細はメーカーHPを確認してください） 

調査票の設問6「PCB含有なし」に回答 

調査票の設問6「PCB含有」に回答 
 

調査票の設問4 
「PCB含有」に回答 

※1 絶縁油採取のために穿穴すると使用できなくなります。使用を継続する場合は調査票の設問6「使用中」に回答 
※2 東芝、ニチコン製のコンデンサーについては、平成16年（2004年）3月以前に製造のものでPCB含有の報告があります。（詳細はメーカーHPを確認してください） 

※2 

 調査票の設問5  調査票の設問6 

 
 

※使用中の電気機器の確認では感電する
おそれがあるため、電気関係者（電気工事
業者等）に依頼して行ってください。 
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変圧器・コンデンサー等のメーカーお問い合わせ窓口 
 

 
調査後の手続き 
届出〜収集運搬・処理の委託について（低濃度 PCB 廃棄物の処分期間は令和 9 年 3 月 31 日までです） 
・本調査の結果、ＰＣＢ含有電気機器の保有が判明した場合は川崎市への「届出」をお願いします。 

川崎市 HP 「ＰＣＢに関する届出について」（右の二次元コードでもアクセス可能） 
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000183737.html  

・収集運搬、処分については処分期間終了までに処理の委託をお願いします。 
・低濃度 PCB 廃棄物の収集運搬・処分は国または都道府県知事の許可を受けた施設へ処理を委託する必要があります。 
処理施設については環境省の HP をご確認ください。 
環境省 HP「低濃度 PCB 廃棄物の処理」（右の二次元コードでもアクセス可能） 

https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/teinoudo-soukishori/procedure/procedure.html 
 
1. PCB 含有電気機器の保管について 
・処理が完了するまで、廃棄物処理法施行規則第 8 条の 13 に規定された保管基準に従って保管をお願いします。 
 
2. 問い合わせについて 
・「該当機器」について 上記の各メーカーお問い合わせ窓口 
・「保管」「届出」「処分」について 川崎市環境局 生活環境部廃棄物指導課（川崎市 HP 参照） 
 PCB 対策担当 https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013630.html 
 
  

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000183737.html
https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/teinoudo-soukishori/procedure/procedure.html
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013630.html


参考資料 

4 

 

川崎市役所へ届出 

無害化処理事業者への処分委託手続き・処分 

処分委託後の手続き 

川崎市役所へ届出 
①  毎年 3 月 31 日時点での保管及び処分状況 

提出時期（毎年）︓翌年度の 6 月末まで 
② 保管中のすべての高濃度または低濃度 PCB 廃棄物の 

処分契約を締結したとき 
提出時期︓処分委託から 20 日以内 
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